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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 27年 1月 21日（水） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・平成 27年 1月 21日（水）付 岩手日報（朝刊：経済面） 

・平成 27年 1月 21日（木）付 北鹿新聞（朝刊：社会面） 

※平成 27年 2月 12日（木）に開催する説明会についての公告を含む 

 

②地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ（別紙 2参照） 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・平成 27年 2月 1日（日）発行 広報かづの 

 

③インターネットによるお知らせ 

平成 27年 1月 21日（水）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・秋田県のウェブサイト（別紙 3-1参照） 

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1408500045180/index.html 

・岩手県のウェブサイト（別紙 3-2参照） 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/hozen/jokyo/032206.html 

・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト（別紙 3-3参照） 

http://eeh-development.com/kazunouwanuma/ 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 3箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

①関係自治体庁舎での縦覧 

・鹿角市役所本庁 

秋田県鹿角市花輪字荒田 4番地 1（一階 市民共動課） 

・八幡平市役所本庁 

岩手県八幡平市野駄 21-170（市民課） 

・八幡平市田山支所 

岩手県八幡平市田中下タ 78 

②インターネットの利用による縦覧 

・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト 

http://eeh-development.com/kazunouwanuma/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 27年 1月 21日（水）から平成 27年 2月 20日（金）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。また、秋田県、岩手県のウェブサイトに当該縦覧ページへのリンクを掲載することに

より参照可能とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 0件であった。 

 （内訳）鹿角市役所本庁 市民共動課 0名 

     八幡平市役所本庁 市民課  0名 

     八幡平市田山支所      0名 

 

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 255回であった。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・ 開催日時：平成 27年 2月 12日（木） 19時から 20時 

・ 開催場所：鹿角市交流センター  （秋田県鹿角市花輪荒田      ） 

・ 来場者数：7名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 27年 1月 21日（水）から平成 27年 3月 6日（金）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 4参照） 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

②（株）ユーラスエナジーホールディングスへの書面の郵送 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 0通であった。 
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第 2章 環境影響評価方法書の環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づく環境影響評価方法書について、環境の保全の見

地からの意見が述べられた書面の提出はなかった。 

したがって、「環境影響評価法」第 9条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、

方法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解はない。 
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［別紙 1］ 

○日刊新聞紙における公告 

 

岩手日報（平成 27年 1月 21日 朝刊経済面） 

 

 

 

北鹿新聞（平成 27年 1月 21日 朝刊社会面） 
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［別紙 2］ 

○地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

 

広報かづの（平成 27年 2月 1日（日）発行 No.886 15頁） 
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［別紙 3-1］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

 

（秋田県のウェブサイト） 
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［別紙 3-2］ 

（岩手県のウェブサイト） 
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［別紙 3-3］ 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（1） 

 【トップページ】 
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（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（2） 

 【環境影響評価方法書の公表について】 
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インターネットによる「お知らせ」 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（3） 

 【環境影響評価方法書の縦覧について】 
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［別紙 4］ 

○ご意見記入用紙 

 


